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平 成 2 7 年 第 ２ 回 小 城 市 議 会 定 例 会 提 案 理 由  

（ 平 成 2 7 年 ６ 月 １ 日 開 会 ）  

 

お は よ う ご ざ い ま す 。本 日 こ こ に 、平 成 2 7 年 第 ２ 回

小 城 市 議 会 定 例 会 を 招 集 い た し ま し た と こ ろ 、 議 員 の

皆 様 に は 、 御 参 集 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げ ま す 。  

 

そ れ で は 、 こ れ よ り 本 議 会 に 提 案 い た し て お り ま す

議 案 の 提 案 理 由 を 御 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

ま ず 、 議 案 第 4 5 号 か ら 議 案 第 4 7 号 ま で の 専 決 処 分

の 承 認 を 求 め る こ と に つ い て で ご ざ い ま す 。  

 

議 案 第 4 5 号  小 城 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

に つ き ま し て は 、 地 方 税 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 が 公

布 さ れ た こ と に よ り 、 小 城 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 い た

し た も の で ご ざ い ま す 。  

改 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 個 人 住 民 税 に お け る 住

宅 ロ ー ン 控 除 の 適 用 期 限 を 延 長 す る ほ か 、 ふ る さ と 納

税 の 特 例 控 除 額 の 上 限 を 拡 充 す る と と も に 申 告 手 続 を

簡 素 化 す る こ と な ど の 改 正 で ご ざ い ま す 。  

ま た 、 固 定 資 産 税 の 負 担 調 整 措 置 に つ い て 現 行 の 仕

組 み を ３ 年 間 延 長 す る こ と や 平 成 2 6 年 ６ 月 議 会 に お い

て 御 審 議 い た だ き ま し た 軽 自 動 車 税 の 引 き 上 げ に つ き

ま し て 、 二 輪 車 等 の 適 用 開 始 を １ 年 間 延 長 す る も の 等
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で ご ざ い ま す 。  

こ れ ら を 規 定 し た 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律

が 、 平 成 2 7 年 ３ 月 3 1 日 に 公 布 、 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 さ

れ る こ と に 伴 い 、 小 城 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 必 要

が 生 じ た も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 4 6 号  小 城 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 に つ き ま し て は 、 地 方 税 法 施 行 令 等

の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に よ り 、 小 城 市 国 民 健 康 保 険

税 条 例 の 一 部 を 改 正 い た し た も の で ご ざ い ま す 。  

改 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 保 険 税 の 課 税 限 度 額 の

引 き 上 げ と 低 所 得 者 の 保 険 税 の 軽 減 を 拡 充 す る も の で

ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 4 7 号  平 成 2 6 年 度 小 城 市 一 般 会 計 補

正 予 算（ 第 1 0 号 ）で ご ざ い ま す が 、既 定 の 歳 入 歳 出 予

算 の 総 額 に そ れ ぞ れ 8 , 0 7 4 万 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 歳

入 歳 出 予 算 の 総 額 を そ れ ぞ れ 2 1 5 億 1 , 1 0 2 万 円 と い た

し た も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 は 、 地 方 譲 与 税 、 各 種 交 付 金 及 び 地

方 交 付 税 等 の 額 の 確 定 に よ り 財 政 調 整 基 金 及 び 減 債 基

金 か ら の 繰 入 金 を 減 額 し 、 あ わ せ て 、 歳 出 予 算 に お い

て 、 減 債 基 金 へ の 積 立 金 を 計 上 い た し た も の 等 で ご ざ

い ま す 。  
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以 上 の ３ 議 案 に つ き ま し て は 、 議 会 を 招 集 す る 時 間

的 余 裕 が な か っ た た め 、 や む を 得 ず 地 方 自 治 法 第 1 7 9

条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 議 案 第 4 5 号 及 び 議 案 第 4 6 号

に つ き ま し て は 、 ３ 月 3 1 日 付 け 、 議 案 第 4 7 号 に つ き

ま し て は ３ 月 3 0 日 付 け で 専 決 処 分 を い た し ま し た の で 、

同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り こ れ を 報 告 し 、 議 会 の 承 認 を

求 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 4 8 号  小 城 市 特 別 職 の 職 員 で 非 常 勤 の

も の の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例 で ご ざ い ま す が 、合 併 時 の 平 成 1 7 年 ３ 月 1 日 付

け で 施 行 さ れ た 「 地 域 審 議 会 の 組 織 及 び 設 置 に 関 す る

協 議 」に 規 定 す る 地 域 審 議 会 の 設 置 期 間 が 平 成 2 7 年 ３

月 3 1 日 を も っ て 終 了 し た こ と に 伴 い ま し て 、地 域 審 議

会 委 員 の 報 酬 に 関 す る 規 定 を 削 除 す る 必 要 が あ る た め 、

条 例 の 一 部 を 改 正 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 4 9 号  小 城 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部

を 改 正 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、 国 民 健 康 保 険 法 の 一

部 が 改 正 さ れ る こ と 等 に 伴 い 、 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

も の で ご ざ い ま す 。  

改 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 特 定 健 診 事 業 の 根 拠 法

の 条 ず れ の 改 正 で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 5 0 号  小 城 市 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 を
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改 正 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、 行 政 手 続 に お け る 特 定

の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 が

施 行 さ れ る こ と に 伴 い 、 条 例 を 改 正 す る も の で ご ざ い

ま す 。  

改 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 通 知 カ ー ド 及 び 個 人 番

号 カ ー ド の 再 交 付 手 数 料 を 徴 収 す る た め 、 ま た 、 個 人

番 号 カ ー ド の 交 付 開 始 に 伴 い 住 民 基 本 台 帳 カ ー ド の 交

付 が 終 了 す る た め 条 例 の 一 部 を 改 正 す る も の で ご ざ い

ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 5 1 号  佐 賀 県 市 町 総 合 事 務 組 合 規 約 の

変 更 に つ い て で ご ざ い ま す が 、 伊 万 里 市 を 佐 賀 県 市 町

総 合 事 務 組 合 の 交 通 災 害 共 済 に 関 す る 事 務 の 共 同 処 理

に 参 加 さ せ る た め 、 規 約 の 変 更 が 必 要 で あ り 、 地 方 自

治 法 第 2 9 0 条 の 規 定 に よ り 関 係 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の

議 決 が 必 要 と な り ま す こ と か ら 、 議 会 の 議 決 を 求 め る

も の で ご ざ い ま す 。  

 

議 案 第 5 2 号  小 城 市 ま ち な か 市 民 交 流 プ ラ ザ の 指 定

管 理 者 の 指 定 に つ い て で ご ざ い ま す が 、 平 成 2 7 年 1 0

月 か ら 平 成 3 0 年 ３ 月 ま で の ２ 年 ６ ヶ 月 間 、 株 式 会 社  

ま ち づ く り 小 城  を 指 定 管 理 者 と し て 指 定 し た い の で 、

議 会 の 議 決 を 求 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 5 3 号  小 城 市 固 定 資 産 評 価 員 の 選 任 に
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つ い て で ご ざ い ま す が 、 ４ 月 の 人 事 異 動 に よ り 前 任 の

評 価 員 が 辞 職 し た た め 、 後 任 の 評 価 員 を 選 任 い た し た

く 地 方 税 法 第 4 0 4 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 同 意

を 求 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

続 き ま し て 、 予 算 関 係 議 案 に つ き ま し て ご 説 明 申 し

上 げ ま す 。  

 

議 案 第 5 4 号  平 成 2 7 年 度 小 城 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（ 第 １ 号 ） で ご ざ い ま す が 、 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総

額 に そ れ ぞ れ 5 , 8 2 6 万 ６ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 歳 入

歳 出 予 算 の 総 額 を そ れ ぞ れ 2 0 5 億 2 , 0 4 6 万 ６ 千 円 と す

る も の で ご ざ い ま す 。  

 

第 ２ 表  債 務 負 担 行 為 補 正 は 、 ま ち な か 市 民 交 流 プ

ラ ザ 指 定 管 理 料 の 期 間 及 び 限 度 額 を 定 め る も の で ご ざ

い ま す 。  

 

第 ３ 表  地 方 債 補 正 は 、 中 学 校 施 設 整 備 事 業 に つ い

て 小 城 中 学 校 と 牛 津 中 学 校 分 の 借 入 限 度 額 を 変 更 す る

も の で ご ざ い ま す 。  

 

補 正 の 主 な 内 容 に つ い て ご 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

ま ず 、 第 ２ 款  総 務 費 で は 、 市 民 団 体 な ど が 地 域 の

活 性 化 を 図 る 「 地 方 創 生 チ ャ レ ン ジ 交 付 金 事 業 」 の ほ
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か 「 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 助 成 事 業 」 な ど の 経 費 を 計

上 し て お り ま す 。  

第 ３ 款  民 生 費 で は 、 国 の 生 活 保 護 制 度 改 正 に 伴 う

「 セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 支 援 対 策 事 業 」 な ど の 経 費 を 計 上

し て お り ま す 。  

第 ６ 款  農 林 水 産 業 費 で は 、「 青 年 就 農 給 付 金 事 業 」

を 計 上 し て お り ま す 。  

第 ８ 款  土 木 費 で は 、 下 水 道 特 別 会 計 へ の 繰 出 金 を

計 上 し て お り ま す 。  

第 ９ 款  消 防 費 で は 、 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 建 設 に

伴 う 「 防 災 対 策 事 業 」 を 計 上 し て お り ま す 。  

第 1 0 款  教 育 費 で は 、「 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 」

の ほ か 、 子 ど も た ち に 安 全 を 守 る た め の 能 力 を 身 に つ

け さ せ る 「 実 践 的 安 全 教 育 総 合 支 援 事 業 」 や 「 一 般 コ

ミ ュ ニ テ ィ 助 成 事 業 」 な ど を 計 上 し て お り ま す 。  

第 1 4 款  予 備 費 は 、通 常 予 算 額 の ３ 千 万 円 に す る た

め 、 減 額 し て 計 上 を し て お り ま す 。  

以 上 、 歳 出 の 主 な も の に つ い て 申 し 上 げ ま し た が 、

歳 入 の 主 な も の は 、 諸 収 入 、 各 種 事 業 に 伴 う 国 ・ 県 支

出 金 及 び 市 債 の 増 の ほ か 、 財 源 調 整 の た め の 財 政 調 整

基 金 繰 入 金 な ど に よ る も の で ご ざ い ま す 。  

 

議 案 第 5 5 号  平 成 2 7 年 度 小 城 市 下 水 道 特 別 会 計 補

正 予 算 （ 第 １ 号 ） で ご ざ い ま す が 、 既 定 の 歳 入 歳 出 予

算 の 総 額 に そ れ ぞ れ 2 4 4 万 ６ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の
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歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を そ れ ぞ れ 2 8 億 3 , 3 5 3 万 円 と す る

も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 内 容 は 、 清 水 ・ 原 田 処 理 区 、 牛 津 処 理 区 、 芦

刈 処 理 区 に お け る 修 繕 料 に 係 る 経 費 を 計 上 す る も の で

ご ざ い ま す 。  

 

続 き ま し て 、 報 告 第 １ 号 か ら 報 告 第 ４ 号 ま で 一 括 し

て ご 報 告 申 し 上 げ ま す 。  

 

ま ず 、報 告 第 １ 号  平 成 2 6 年 度 小 城 市 一 般 会 計 継 続

費 繰 越 計 算 書 で ご ざ い ま す が 、 中 心 市 街 地 活 性 化 事 業

（ ま ち な か 市 民 交 流 プ ラ ザ 建 設 分 ） か ら 牛 津 公 民 館 等

改 修 事 業 ま で の ３ 事 業 に つ い て 、平 成 2 7 年 度 へ 繰 り 越

し ま し た の で 、 地 方 自 治 法 施 行 令 第 1 4 5 条 １ 項 の 規 定

に よ り 報 告 す る も の で ご ざ い ま す 。  

繰 越 額 に つ き ま し て は 、 中 心 市 街 地 活 性 化 事 業 （ ま

ち な か 市 民 交 流 プ ラ ザ 建 設 分 ）1 6 億 1 , 2 1 6 万 4 , 8 0 0 円 、

ス マ ー ト イ ン タ ー チ ェ ン ジ 整 備 事 業 9 0 9 万 9 , 7 2 2 円 、

牛 津 公 民 館 等 改 修 事 業 4 万 4 , 0 4 0 円 で ご ざ い ま す 。  

 

報 告 第 ２ 号  平 成 2 6 年 度 小 城 市 一 般 会 計 繰 越 明 許 費

繰 越 計 算 書 で ご ざ い ま す が 、平 成 2 6 年 度 の 補 正 予 算 第

８ 号 及 び 第 ９ 号 で ご 承 認 い た だ き ま し た 、 広 報 事 業 か

ら 農 地 及 び 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 費 ま で の 全 1 1 事 業 の 総

額 ２ 億 8 , 3 1 5 万 ２ 千 円 を 平 成 2 7 年 度 に 繰 り 越 し ま し た
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の で 、 地 方 自 治 法 施 行 令 第 1 4 6 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り

報 告 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

報 告 第 ３ 号  平 成 2 6 年 度 小 城 市 下 水 道 特 別 会 計 繰 越

明 許 費 繰 越 計 算 書 に つ い て 、 ご 報 告 申 し 上 げ ま す 。  

公 共 下 水 道 事 業 費 の 三 日 月 及 び 小 城 処 理 区 事 業 費 の

繰 越 明 許 費 に つ き ま し て は 、平 成 2 6 年 度 小 城 市 下 水 道

特 別 会 計 補 正 予 算 第 ４ 号 に お い て 、 ご 承 認 い た だ い た

も の で ご ざ い ま す 。  

以 上 の ２ 事 業 に つ き ま し て 、平 成 2 7 年 度 に 支 払 う 予

定 と な る 額 を 、 地 方 自 治 法 施 行 令 第 1 4 6 条 第 ２ 項 の 規

定 に よ り 報 告 す る も の で ご ざ い ま す 。  

繰 越 額 に つ き ま し て は 、 三 日 月 処 理 区 事 業 費    

9 , 7 8 0 万 円 小 城 処 理 区 事 業 費 1 , 0 0 0 万 円 を そ れ ぞ れ 繰

り 越 す も の で ご ざ い ま す 。  

 

報 告 第 ４ 号  平 成 2 6 年 度 小 城 市 一 般 会 計 事 故 繰 越 し

繰 越 計 算 書 で ご ざ い ま す が 、 芦 刈 小 学 校 の 校 舎 改 築 完

了 に 伴 い 、 農 地 を 借 地 し 工 事 用 道 路 と し て 利 用 し て お

り ま し た 道 路 を 撤 去 し 農 地 に 復 旧 す る 工 事 に お い て 、

農 地 の 仕 上 げ を 行 う 時 期 に 雨 が 降 り 、 作 業 が 出 来 な い

期 間 が 発 生 し た こ と に よ り 年 度 内 に 工 事 完 了 が で き な

く な り 、 急 き ょ 繰 越 を し た も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 諮 問 第 ２ 号  人 権 擁 護 委 員 候 補 者 の 推 薦 に つ
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い て で ご ざ い ま す が 、 人 権 擁 護 委 員 の 持 永
も ち な が

 逸 子
い つ こ

 氏

が 、平 成 2 7 年 ２ 月 2 8 日 を も っ て 辞 任 さ れ ま し た の で 、

後 任 の 人 権 擁 護 委 員 と し て 、 松 尾
ま つ お

 節 子
せ つ こ

氏 を 推 薦 す る

た め 、 人 権 擁 護 委 員 法 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 議 会

の 意 見 を 求 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 議 案 第 5 6 号 の 専 決 処 分 の 承 認 を 求 め る こ と に つ

い て で ご ざ い ま す 。  

議 案 第 5 6 号  平 成 2 7 年 度 小 城 市 国 民 健 康 保 険 特 別

会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） で ご ざ い ま す が 、 既 定 の 歳 入

歳 出 予 算 の 総 額 に そ れ ぞ れ ４ 億 4 , 4 6 1 万 ９ 千 円 を 追 加

し 、 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を そ れ ぞ れ 6 4 億 3 6 3

万 円 と い た し た も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 内 容 は 、平 成 2 6 年 度 小 城 市 国 民 健 康 保 険 特 別

会 計 の 決 算 で 歳 入 が 不 足 す る こ と か ら 、平 成 2 7 年 度 の

歳 入 か ら 繰 り 上 げ て 充 用 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

こ の 議 案 に つ き ま し て は 、 議 会 を 招 集 す る 時 間 的 余

裕 が な か っ た た め 、 や む を 得 ず 地 方 自 治 法 第 1 7 9 条 第

１ 項 の 規 定 に よ り 、５ 月 2 9 日 付 け で 専 決 処 分 を い た し

ま し た の で 、 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り こ れ を 報 告 し 、

議 会 の 承 認 を 求 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 5 7 号  工 事 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て ご

説 明 申 し 上 げ ま す 。  
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こ の 工 事 は 、平 成 2 7 年 度 市 営 住 宅 建 替 事 業  (仮 称 )

牛 津 団 地 1 号 棟 建 築 工 事 で ご ざ い ま す 。  

市 営 住 宅 (仮 称 )牛 津 団 地 に つ き ま し て は 平 成 2 6 年 度

で 実 施 設 計 を 終 え 、平 成 2 7 年 度 よ り 建 築 工 事 に 着 手 す

る も の で ご ざ い ま す 。  

今 回 提 案 し て お り ま す 工 事 は 、 計 画 し て お り ま す 住

宅 、 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 ４ 階 建 て ２ 棟 ( 8 0 戸 )の う ち 、

南 側 １ 号 棟 ( 3 2 戸 )の 建 築 工 事 で ご ざ い ま す 。  

契 約 の 方 法 は 、条 件 付 き 一 般 競 争 入 札 に よ る 契 約 で 、

契 約 の 金 額 は ４ 億 6 , 6 5 6 万 円 、 契 約 の 相 手 方 は 服 巻
は ら ま き

・

岡 本 建 設 共 同 企 業 体  代 表 者  服 巻
は ら ま き

建 設 株 式 会 社  代

表 取 締 役  松 尾 裕 之
ま つ お ひ ろ ゆ き

で ご ざ い ま す 。  

工 期 は 、 契 約 締 結 の 日 か ら 平 成 2 8 年 ３ 月 1 8 日 ま で

を 予 定 し て お り ま す 。  

 

次 に 、報 告 第 ５ 号  平 成 2 6 年 度 一 般 財 団 法 人 小 城 市

体 育 協 会 の 経 営 状 況 に つ い て で ご ざ い ま す が 、 本 報 告

は 、 地 方 自 治 法 第 2 4 3 条 の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く も

の で ご ざ い ま す 。  

平 成 2 6 年 度 の 事 業 に つ き ま し て は 、「 市 民 ス ポ ー ツ

活 動 の 充 実 」、「 競 技 力 向 上 の 推 進 」、「 協 会 組 織 の 体 制

強 化 」 の ３ つ の 基 本 方 針 を 掲 げ 、 小 城 市 や 加 盟 団 体 等

と の 連 携 の も と 、 ス ポ ー ツ 活 動 の 普 及 及 び 振 興 、 並 び

に 競 技 力 の 向 上 に 努 め ら れ ま し た 。  

昨 年 度 は 、２ 月 に 行 わ れ た 第 5 5 回 県 内 一 周 駅 伝 大 会



11 

に お き ま し て は 、 ３ 年 連 続 ４ 回 目 の 総 合 優 勝 と い う 輝

か し い 結 果 を 残 す こ と が で き て お り ま す 。  

財 団 の 収 支 状 況 で ご ざ い ま す が 、 収 入 に 関 し ま し て

は 事 業 収 益 、 補 助 金 等 な ど 、 合 計 6 , 9 0 3 万 4 , 9 9 2 円 と

な っ て お り ま す 。 ま た 、 支 出 に 関 し ま し て は 、 選 手 派

遣 費 な ど の 事 業 費 、 並 び に 事 務 局 運 営 費 を 含 む 管 理 費

な ど で 、 合 計 6 , 8 2 6 万 2 , 4 1 2 円 と な っ て お り ま す 。  

平 成 2 6 年 度 の 正 味 財 産 は 、7 7 万 2 , 5 8 0 円 の 増 額 、期

末 残 高 は 1 , 2 0 2 万 7 , 8 1 5 円 と な っ て お り ま す 。  

 

以 上 、 今 定 例 会 に 提 案 を い た し て お り ま す 議 案 に つ

き ま し て は 、 そ の 概 要 を 御 説 明 申 し 上 げ ま し た が 、 御

審 議 の 上 、 御 承 認 賜 り ま す よ う よ ろ し く お 願 い 申 し 上

げ ま し て 、 提 案 理 由 の 説 明 と さ せ て い た だ き ま す 。  

ど う ぞ よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

 

 


